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特許庁の料金改定について 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、2021 年 12 月 21 日に「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。 

敬具 

記 

特許料等の額を定める等関係政令の規定が整備され、2022 年 4 月 1 日より改定後の料金が

適用されることになりました。これらの政令の改正により、下記料金が値上げになります。 

・特許料、商標の登録料・更新登録申請 

・特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（特許、実用新案）に係る手数料 

・国際商標登録出願に係る手数料（登録料・更新登録料相当分） 

 

＜改定後の料金＞※以下変更があった料金について抜粋（太字部分が改定される料金） 

  

 



 

 

（出典） 

経産省：https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211221005/20211221005.html 

特許庁：https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/210716_ryokin_minaoshi.html 

 

なお、改定後の料金の適用は、出願日ベースではなく、支払日ベースになります。上記手数

料等について、現状の料金は３月３１日までに手続きしたものでなければ適用されません

ので、ご注意ください。特に、PCT の料金は、日本語の送付手数料＋調査手数料が倍増し

ますので、ご参考にしていただければ幸いです。 


